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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットが実行した各タスクに対するユーザーの評価を取得する評価取得部と、
　操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行したときの操作スキル項目についての
操作スキル・パラメーターを取得する操作スキル・パラメーター取得部と、
　前記評価取得部が取得した評価と、前記操作スキル・パラメーター取得部が取得した操
作スキル・パラメーターとの関係に基づいて、前記ユーザーと前記操作者とのマッチング
情報を生成するマッチング情報生成部と、
を具備する評価装置。
【請求項２】
　前記評価取得部が取得した評価と、前記操作スキル・パラメーター取得部が取得した操
作スキル・パラメーターとの関係に基づいて、前記ユーザーが重要視して評価を行なう操
作スキル項目を判定する分析部をさらに備える、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項３】
　ユーザーが重要視して評価を行なうと判定された操作スキル項目について高い操作スキ
ル・パラメーターを持つ操作者を当該ユーザーに選定する選定部をさらに備える、
請求項２に記載の評価装置。
【請求項４】
　前記分析部は、前記操作スキル・パラメーターが連続値とカテゴリー変数のときに評価
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と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なう、
請求項２に記載の評価装置。
【請求項５】
　前記分析部は、前記操作スキル・パラメーターが名義尺度、順序尺度、３つ以上のカテ
ゴリーのときに評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なう、
請求項２に記載の評価装置。
【請求項６】
　前記分析部は、前記操作スキル・パラメーターが名義尺度と少数個の連続値のときに、
評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なう、
請求項２に記載の評価装置。
【請求項７】
　前記分析部は、２以上の操作スキル項目間での相関に基づいて評価と操作スキル・パラ
メーターとの関係をモデル化して分析を行なう、
請求項２に記載の評価装置。
【請求項８】
　前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作者に
よる遠隔操作の運用時間を取得する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項９】
　前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、ユーザー
が指示してからのロボットの反応時間を取得する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項１０】
　前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、遠隔操作
中にロボットが停止した回数を取得する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項１１】
　前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作者に
よる遠隔操作のエラー回数を取得する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項１２】
　前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、運用中に
ロボットがユーザーに話しかける頻度を取得する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項１３】
　前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作者に
よる遠隔操作の運用時間、ユーザーが指示してからのロボットの反応時間、遠隔操作中に
ロボットが停止した回数、操作者による遠隔操作のエラー回数、又は、運用中にロボット
がユーザーに話しかける頻度のうち少なくとも２以上を取得する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項１４】
　コンピューターが備える評価取得部が、ロボットが実行した各タスクに対するユーザー
の評価を取得する評価取得ステップと、
　前記コンピューターが備える操作スキル・パラメーター取得部が、ロ操作者が遠隔操作
してロボットが各タスクを実行したときの操作スキル項目についての操作スキル・パラメ
ーターを取得する操作スキル・パラメーター取得ステップと、
　前記コンピューターが備えるマッチング情報生成部が、前記評価取得ステップで取得し
た評価と、前記操作スキル・パラメーター取得ステップで取得した操作スキル・パラメー
ターとの関係に基づいて、前記ユーザーと前記操作者とのマッチング情報を生成するマッ
チング情報生成ステップと、
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を有する評価方法。
【請求項１５】
　ユーザーと同じ空間に設置されたロボットと、
　操作者が前記ロボットを遠隔操作する操作者端末と、
　前記ロボットが実行した各タスクに対するユーザーの評価と、前記操作者が前記操作者
端末を介して遠隔操作して前記ロボットが各タスクを実行したときの操作スキル・パラメ
ーターとの関係に基づいて、前記ユーザーと前記操作者とのマッチング情報を生成するサ
ービス提供者サーバーと、
を具備するサービス提供システム。
【請求項１６】
　ロボットが実行した各タスクに対するユーザーの評価を取得する評価取得部、
　操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行したときの操作スキル項目についての
操作スキル・パラメーターを取得する操作スキル・パラメーター取得部、
　前記評価取得部が取得した評価と、前記操作スキル・パラメーター取得部が取得した操
作スキル・パラメーターとの関係に基づいて、前記ユーザーと前記操作者とのマッチング
情報を生成するマッチング情報生成部、
としてコンピューターを機能させるようコンピューター可読形式で記述されたコンピュー
ター・プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する技術は、ロボットを操作する操作者を評価する評価装置及び評価方
法、ロボットの遠隔操作サービスを提供するサービス提供システム、並びにコンピュータ
ー・プログラムに係り、特に、日常的な生活空間に設置されたロボットを遠隔操作して介
護や家事手伝いなどのサービスを提供する操作を評価する評価装置及び評価方法、日常的
な生活空間で運用されるロボットの遠隔操作サービスを提供するサービス提供システム、
並びにコンピューター・プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　急激な高齢化社会の到来により、高齢者とそれを支える生産年齢人口の比率は、２０１
５年には１人：２．４人に、さらに２０２５年には１人：２．１人になると見込まれてい
る。このように、人口構成に占める比重が急速に高まっていく高齢者が、できる限り要介
護状態とならず健康で活き活きと暮らせること、また、要介護状態となってもできる限り
悪化を防ぎ、自立した生活を送ることができる社会とすることが急務となっている。
【０００３】
　今後、介護や家事手伝いのニーズが高まるにつれ、１人のユーザーに対して一人のヘル
パーを付けるとヘルパーの数が不足する。そこで、高齢者介護施設や高齢者を抱える家庭
を中心として、家事や介護を人に代行することを目的としたロボットなどのメカトロ機器
への要求が高まっている。
【０００４】
　従来から、操作者が操作端末からロボットを遠隔操作する遠隔操作システムが知られて
いる。例えば、ロボット、ハンド及び該ハンドに設けた第１の力センサ並びにロボット制
御装置及びハンド制御装置からなるスレーブ装置と、第２の力センサを備え、操作者の遠
隔操作によりスレーブ装置の動作を生成する基となる操作者力情報を入力するとともに、
操作者にスレーブ装置の動作情報と第１の力センサからの力情報を提示する動作入力・提
示装置及び第１の力センサと第２の力センサの情報に基づいてスレーブ装置及び動作入力
・提示装置への動作指令情報を生成する遠隔操作システム制御装置からなるマスタ装置を
備えたマスタ・スレーブ装置について提案がなされている（例えば、特許文献１を参照の
こと）。
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【０００５】
　このような遠隔操作システムを用いて、介護や家事手伝いなどのサービスを提供するこ
とが考えられる。すなわち、ロボットを要介護者などのユーザー宅に設置し、ヘルパーな
どの操作者がロボットを遠隔操作して、介護や家事手伝いなどを行なう。ところが、ロボ
ットを遠隔操作するスキルは操作者毎に区々であると考えられる。このため、同じロボッ
トをユーザー宅に設置しても、ユーザーに提供できるサービスの品質が一定でないという
問題がある。
【０００６】
　例えば、ドライビング・シミュレーションや外科手術などで使われるロボット・マニピ
ュレーションを用いて、操作者による物理的な仕事の技量の評価が試みられている。こう
した技術により、高い技量を必要とされる物理的な仕事においても、的確な評価を行なう
ことかできる。しかしながら、介護や家事手伝いといった日常空間での仕事は、定量化し
て扱うことが難しく、的確な評価を保つことができない。また、介護や家事手伝いといっ
た仕事においては、操作スキルなどの運用における巧みさを評価するだけでは十分ではな
い。実際に介護や家事手伝いを仕事とするヘルパーでは、要介護者などのサービス受領者
（ユーザー）にとってヘルパーが適合するかどうかが重要な要素になる。
【０００７】
　例えば、被操作装置と、その被操作装置を遠隔から操作する操作端末とを通信ネットワ
ーク上のサーバーでマッチングする遠隔操作システムについて提案がなされている（例え
ば、特許文献２を参照のこと）。この遠隔操作システムでは、操作側の操作要求情報と、
被操作側の被操作要求情報とに基づいて、操作端末とその操作端末から遠隔操作する被操
作装置との組み合わせが決定される。ここで、被操作要求情報には、遠隔操作してもらう
ことを希望するタスクを示す情報が含まれ、操作要求情報には、遠隔操作することを希望
するタスクを示す情報が含まれている。しかしながら、物理的な仕事の定量化や、サービ
ス受領者（ユーザー）にとって操作者（ヘルパー）が適合するかどうか、操作者間でのチ
ーム・ビルディングについて一切考慮されていない。すなわち、介護や家事手伝いを行な
うロボットの遠隔操作システムとしては不十分である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－１６２６８７号公報
【特許文献２】ＷＯ２００８／１４００１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本明細書で開示する技術の目的は、ロボットを操作する操作者を好適に評価することが
できる、優れた評価装置及び評価方法、日常的な生活空間で運用されるロボットの遠隔操
作サービスを好適に提供することができる、優れたサービス提供システム、並びにコンピ
ューター・プログラムを提供することにある。
【００１０】
　本明細書で開示する技術のさらなる目的は、ロボットを操作する操作者を好適に評価す
ることができる、優れた評価装置及び評価方法、ロボット・マニピュレーションと遠隔操
作サービスを組み合わせ、介護や家事で必要とされるユーザー（要介護者）と操作者（ヘ
ルパー）とのマッチングや操作者間のチーム・ビルディングを実現することができる、優
れたサービス提供システム、並びにコンピューター・プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の技術は、
　ユーザーと同じ空間に設置されたロボットが実行した各タスクに対するユーザーの主観
評価を取得する主観評価取得部と、
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　操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行したときの複数の操作スキル項目につ
いての操作スキル・パラメーターを取得する操作スキル・パラメーター取得部と、
　前記主観評価取得部が取得した主観評価と、前記操作スキル・パラメーター取得部が取
得した操作スキル・パラメーターとの関係を分析して、ユーザーが重要視して主観評価を
行なう操作スキル項目を判定する分析部と、
を具備する評価装置である。
【００１２】
　本願の請求項２に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置は、１人のユーザー
につき複数の操作者についての分析を行ない、ユーザーが重要視して主観評価を行なうと
判定された操作スキル項目について高い操作スキル・パラメーターを持つ操作者を当該ユ
ーザーに選定する選定部をさらに備えている。
【００１３】
　本願の請求項３に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の分析部は、前記操
作スキル・パラメーターが連続値とカテゴリー変数のときに、重回帰分析を使って主観評
価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なうように構成されてい
る。
【００１４】
　本願の請求項４に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の分析部は、前記操
作スキル・パラメーターが名義尺度、順序尺度、３つ以上のカテゴリーのときに、分散分
析を使って主観評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なうよ
うに構成されている。
【００１５】
　本願の請求項５に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の分析部は、前記操
作スキル・パラメーターが名義尺度と少数個の連続値のときに、共分散分析を使って主観
評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なうように構成されて
いる。
【００１６】
　本願の請求項６に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の分析部は、２以上
の操作スキル項目間での相関を考慮して、構造方程式を使って主観評価と操作スキル・パ
ラメーターとの関係をモデル化して分析を行なうように構成されている。
【００１７】
　本願の請求項７に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の操作スキル・パラ
メーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作者による遠隔操作の運用時間
を取得するように構成されている。
【００１８】
　本願の請求項８に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の操作スキル・パラ
メーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、ユーザーが指示してからのロボッ
トの反応時間を取得するように構成されている。
【００１９】
　本願の請求項９に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の操作スキル・パラ
メーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、遠隔操作中にロボットが停止した
回数を取得するように構成されている。
【００２０】
　本願の請求項１０に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の操作スキル・パ
ラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作者による遠隔操作のエラー
回数を取得するように構成されている。
【００２１】
　本願の請求項１１に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の操作スキル・パ
ラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、運用中にロボットがユーザーに
話しかける頻度を取得するように構成されている。
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【００２２】
　本願の請求項１２に記載の技術によれば、請求項１に記載の評価装置の操作スキル・パ
ラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作者による遠隔操作の運用時
間、ユーザーが指示してからのロボットの反応時間、遠隔操作中にロボットが停止した回
数、操作者による遠隔操作のエラー回数、又は、運用中にロボットがユーザーに話しかけ
る頻度のうち少なくとも２以上を取得するように構成されている。
【００２３】
　また、本願の請求項１３に記載の技術は、
　ユーザーと同じ空間に設置されたロボットが実行した各タスクに対するユーザーの主観
評価を取得する主観評価取得ステップと、
　操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行したときの複数の操作スキル項目につ
いての操作スキル・パラメーターを取得する操作スキル・パラメーター取得ステップと、
　前記主観評価取得ステップで取得した主観評価と、前記操作スキル・パラメーター取得
ステップで取得した操作スキル・パラメーターとの関係を分析して、ユーザーが重要視し
て主観評価を行なう操作スキル項目を判定する分析ステップと、
を有する評価方法である。
【００２４】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１４に記載の技術は、
　ユーザーと同じ空間に設置されたロボットと、
　操作者が前記ロボットを遠隔操作する操作者端末と、
　前記ロボットが実行した各タスクに対するユーザーの主観評価と、操作者が前記操作者
端末を介して遠隔操作して前記ロボットが各タスクを実行したときの操作スキル・パラメ
ーターの測定結果に基づいて、ユーザーと操作者のマッチングを行なうサービス提供者サ
ーバーと、
を具備するサービス提供システムである。
【００２５】
　但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置（又は特定の機能を実現する機能モジ
ュール）が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内に
あるか否かは特に問わない。
【００２６】
　また、本願の請求項１５に記載の技術は、
　ユーザーと同じ空間に設置されたロボットが実行した各タスクに対するユーザーの主観
評価を取得する主観評価取得部、
　操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行したときの複数の操作スキル項目につ
いての操作スキル・パラメーターを取得する操作スキル・パラメーター取得部、
　前記主観評価取得部が取得した主観評価と、前記操作スキル・パラメーター取得部が取
得した操作スキル・パラメーターとの関係を分析して、ユーザーが重要視して主観評価を
行なう操作スキル項目を判定する分析部、
としてコンピューターを機能させるようコンピューター可読形式で記述されたコンピュー
ター・プログラムである。
【００２７】
　本願の請求項１５に係るコンピューター・プログラムは、コンピューター上で所定の処
理を実現するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラムを
定義したものである。換言すれば、本願の請求項１５に係るコンピューター・プログラム
をコンピューターにインストールすることによって、コンピューター上では協働的作用が
発揮され、本願の請求項１に係る評価装置と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本明細書で開示する技術によれば、ロボットを操作する操作者を好適に評価することが
できる、優れた評価装置及び評価方法、ロボット・マニピュレーションと遠隔操作サービ
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スを組み合わせ、介護や家事で必要とされるユーザー（要介護者）と操作者（ヘルパー）
とのマッチングや操作者間のチーム・ビルディングを実現することができる、優れたサー
ビス提供システム、並びにコンピューター・プログラムを提供することができる。
【００２９】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本明細書で開示する技術の一実施形態に係るサービス提供システムの構
成例を示した図である。
【図２】図２は、図１に示したサービス提供システムにおけるシステム運用の流れを模式
的に示した図である。
【図３】図３は、集計されるユーザーの主観的評価と操作スキル・パラメーターの例を示
した図である。
【図４】図４は、集計されるユーザーの主観的評価と操作スキル・パラメーターの例を示
した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００３２】
　図１には、本明細書で開示する技術の一実施形態に係るサービス提供システムの構成例
を模式的に示している。図示のシステムは、サービス提供者と、１以上のユーザーと、複
数の操作者と、ロボットの４者からなり、日常的な生活空間で運用されるロボットの遠隔
操作サービスを提供するものである。ロボットの遠隔操作を通じて、日常的な生活空間で
提供されるサービスとは、具体的には、要介護者に対する介護や家事手伝いなどである。
したがって、ユーザーは要介護者に相当し、ロボットを遠隔操作する各操作者はヘルパー
に相当する。ユーザー（より具体的には、ユーザーが持つユーザー端末）、ロボット、及
び、各操作者（より具体的には、ロボットを遠隔操作する操作者端末）は、ネットワーク
などの伝送媒体を通じて、サービス提供者（より具体的には、サービス提供者が運用する
サーバー）にそれぞれ接続されている。また、ユーザーが購入したロボットは、これを遠
隔操作する操作者の操作者端末と、ネットワークなどの伝送媒体を通じて相互接続されて
いる。
【００３３】
　ユーザーは、サービス提供者からロボットを購入すると、同じ生活空間にロボットが設
置される。そして、ユーザーがロボットに対して指示を行なうと、ロボットは映像情報や
音声情報、あるいはその他の情報の形式でユーザーからの指示を操作者に伝送する。操作
者は、伝送されてきた情報に基づいてユーザーの生活空間における状況を把握すると、操
作者端末を通じてロボットに対して遠隔操作を行なう。これによって、ロボットは、介護
や家事手伝いといった生活空間でのサービスをユーザーに提供する。
【００３４】
　ロボットは、遠隔操作されたことを通じて物体の運搬などの操作を実現すると共に、操
作者による遠隔操作の技量を定量化し、これを操作スキル・パラメーターとしてサービス
提供者のサーバーへ送信する。一方、ユーザーは、ロボットからサービスを受けると、そ
のサービスに対する主観評価を、ユーザー端末を通じて、サービス提供者のサーバーへ送
信する。
【００３５】
　サービス提供者のサーバーは、ユーザーから受け取ったサービスに対する主観評価と、
遠隔操作の対象であるロボットを通じて定量的に評価された操作者の操作技量すなわち操
作スキル・パラメーターに基づいて、ユーザーと操作者のマッチングを行なう。そして、
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サーバーは、以降の遠隔操作サービスにおいてユーザーに割り振るべき操作者の選定、並
びに、各操作者のスケジューリングを行ない、操作者間のチーム・ビルディングを実現す
る。また、サービス提供者は、各操作者への遠隔操作サービスに従事したことに対する対
価・報酬の支払いも行なう。
【００３６】
　図２には、図１に示したサービス提供システムにおけるシステム運用の流れを模式的に
示している。
【００３７】
　まず、ユーザーがサービス提供者から遠隔操作用のロボットを購入すると、ロボットが
ユーザー自身の生活空間に導入される（ステップＳ２０１）。
【００３８】
　また、ロボットの生活空間への導入に伴い、ロボットを提供したサービス提供者は、こ
のロボットを遠隔操作する操作者を選定する（ステップＳ２０２）。この際、操作者は、
単独、若しくは、複数の操作者からなるチームにより、一人のユーザーをサポートする。
【００３９】
　上述したように、ユーザーが生活空間内にいるロボットに対して指示を行なうと、ロボ
ットは映像情報や音声情報、あるいはその他の情報の形式でユーザーからの指示を操作者
に伝送する。これに対し、操作者は、伝送されてきた情報に基づいてユーザーの生活空間
における状況を把握すると、操作者端末を通じてロボットに対して遠隔操作を行なう。ロ
ボットが遠隔操作により、物体の運搬、片付け、ユーザーの見守り、ユーザーの誘導とい
ったタスクを実行して、ユーザーに介護や家事といったサービスを提供する（ステップＳ
２０３）。
【００４０】
　ロボットは、操作者端末を通じた遠隔操作により、物体の移動などのサービスの提供を
行なう際に、操作者の操作技量を定量的に評価し、これを操作スキル・パラメーターとし
て算出する（ステップＳ２０４）。算出される操作スキル・パラメーターとして、例えば
、サービス（遠隔操作）の運用時間や、ユーザーが指示してからのロボットの反応時間、
操作者が遠隔操作中にロボットが停止した回数、操作者による遠隔操作のエラー回数、運
用中にロボットがユーザーに話しかける頻度などを挙げることができ、これらの値をロボ
ットが行なうタスク毎に測定する。
【００４１】
　一方、ユーザーは、ロボットを介して操作者に対して指示をして、介護や家事手伝いと
いったサービスを受ける。そして、サービスを受けたユーザーは、そのサービスに対する
主観的評価を、ユーザー端末を通じてサービス提供者のサーバーに通知することができる
（ステップＳ２０５）。ユーザーの主観的評価は、例えば、ロボットが実行した各タスク
に対してユーザーが主観で付けたスコアーである。
【００４２】
　サービスの提供者は、サーバーで、ユーザーの主観的評価と、ロボットから得た操作ス
キル・パラメーターを集計する。そして、サービスの提供者は、操作者に対する評価や操
作者の変更、前述した新規ユーザーに対する操作者の選定、ユーザーが求めるサービスに
応じた操作者間のチーム・ビルディングに用いることができる。
【００４３】
　図３には、図１に示したサービス提供システムにおいて、ロボットを購入したユーザー
に対する操作者の選定と、ユーザーが求めるサービスに応じた操作者間のチーム・ビルデ
ィングを実現するための機能的構成を示している。
【００４４】
　ユーザーは、自分の生活空間に設置されたロボットがタスクを実行すると、例えばユー
ザー端末などの主観評価入力部３１で、そのタスクに対する主観評価を入力する。そして
、サービス提供者のサーバー側では、主観評価取得部３２が、各ユーザーが入力した主観
評価を取得する。
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　また、ユーザーの生活空間に設置されたロボットは、操作者が操作者端末上で遠隔操作
したことに応じてタスクを実行する。また、ロボットは、操作スキル・パラメーター計測
部３３として動作して、各タスクを実行したときの複数の操作スキル項目についての操作
スキル・パラメーターを測定する。そして、サービス提供者のサーバー側では、操作スキ
ル・パラメーター取得部３４が、操作スキル・パラメーター計測部３３で測定された各操
作スキル項目についての操作スキル・パラメーターを取得する。
【００４６】
　サービス提供者のサーバー内の分析部３５は、主観評価取得部３２が取得した主観評価
と、操作スキル・パラメーター取得部３４が取得した操作スキル・パラメーターとの関係
を分析して、ユーザーが重きを置いて主観評価を行なう操作スキル項目を判定する。
【００４７】
　図４には、集計されるユーザーの主観的評価と操作スキル・パラメーターの例を示して
いる。上述したように、ユーザーの主観的評価は、例えば、ロボットが実行した各タスク
に対してユーザーが主観で付けたスコアーである。また、操作スキル・パラメーターは、
例えば、ロボットが実行したタスク毎に測定された、サービス（遠隔操作）の運用時間や
、ユーザーが指示してからの反応時間、遠隔操作中にロボットが停止した回数、遠隔操作
のエラー回数、運用中にユーザーに話しかける頻度である。
【００４８】
　ユーザーの主観的評価と操作スキル・パラメーターの関係は、例えば、一般線形化モデ
ルで表わすことができる。ロボットが＃１～＃Ｎのタスクを実行し、＃１～＃ｐのｐ個の
操作スキル項目からなる操作スキル・パラメーターを測定するものとし、あるユーザーの
各タスクに対する主観的評価をｙ1、…、ｙN、操作スキル・パラメーターをｘ1、…、ｘp

とすると、一般線形化モデルは、下式（１）のように表わされる。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　上式（１）において、Ａbは主観評価に対する各操作スキル・パラメーターの重みであ
る。また、Ｅは誤差であり、操作スキル・パラメーターだけでは表しきれない部分を表現
する。
【００５１】
　上式（１）は、Ｎ＝１の場合、すなわち、主観評価がある１つの項目（タスク）で表現
される場合、下式（２）のように表わされる。
【００５２】
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【数２】

【００５３】
　上式（２）において、あるユーザー及び同じ生活空間内のロボットから主観評価ｙと操
作スキル・パラメーターｘ1、…、ｘpが繰り返し計測されたとする。最尤推定法や最小２
乗法などを用いて、計測されたｘ1、…、ｘpと主観評価ｙの組から、各操作スキル・パラ
メーターの重みαi（ｉ＝１～ｐ）を推定する。
【００５４】
　ここで、操作スキル・パラメーターが連続値とカテゴリー変数だけの場合は、主観評価
と操作スキル・パラメーターの関係を、重回帰分析を使ってモデル化することができる。
【００５５】
　また、操作スキル・パラメーターが名義尺度、順序尺度、３つ以上のカテゴリーである
場合は、主観評価と操作スキル・パラメーターの関係を、分散分析を使ってモデル化する
ことができる。
【００５６】
　また、操作スキル・パラメーターが名義尺度と少数個の連続値である場合は、主観評価
と操作スキル・パラメーターの関係を、共分散分析を使ってモデル化することができる。
【００５７】
　いずれの分析法を使用するかは、操作スキル・パラメーターとして何を用いるかに依存
する。
【００５８】
　そして、推定された各操作スキル・パラメーターの重みαi（ｉ＝１～ｐ）から、ロボ
ットを購入し主観評価したユーザーが、複数の操作スキル項目のうちいずれに重きを置い
て主観評価しているかを知ることができる。また、各操作者についても、１以上のユーザ
ーに対して、ロボットを遠隔操作して１以上のタスクを実行したときにそれぞれ測定され
た操作スキル・パラメーターを集計することで、いずれの操作スキル項目を得意とし、又
は不得意とするかを把握することができる。そこで、サービス提供者は、ユーザーが重き
を置いている操作スキル項目について、ロボットの遠隔操作を得意とする操作者を選定す
ることにより、ユーザーの好みに合わせた操作者をマッチングさせることができる。
【００５９】
　上式（１）及び（２）を用いた分析では、操作スキル・パラメーターＸは、パラメータ
ー間で独立、すなわち無相関であるという前提の下で、重みＡbが推定される。しかし、
実際の操作スキル・パラメーター間では、相関があることが想定される。例えば、操作ス
キル・パラメーターとして、運用時間と停止回数を考えた場合、２つ変数間には相関があ
ると考えられる。何故ならば、停止する回数が多くなればなるほど、運用時間が長くなる
からである。また、ユーザーが２つのタスクでそれぞれ行なった主観評価間にも相関があ
ると考えられる。さらには、ユーザーのタスクに対する主観評価とロボットがタスクを行
なったときに測定した操作スキル・パラメーター間にも相関があると考えられる。
【００６０】
　このような操作スキル・パラメーター間の相関、主観評価間の相関、並びに、主観評価
と操作スキル・パラメーター間の相関も考慮した上で、モデル化する方法として、構造方
程式モデルが考えられる。構造方程式モデルは、以下の式（３）で与えられる。
【００６１】
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【数３】

【００６２】
　上式（３）において、Ｄは主観評価Ｙに対する誤差、Ａaは操作スキル・パラメーター
ｘjから他の操作スキル・パラメーターｘiへの規定力を表現する係数αaijをｉｊ要素配
列した係数行列、Ａcは主観評価ｙjから他の主観評価ｙiへの規定力を表現する係数行列
、Ａdは主観評価ｙjから操作スキル・パラメーターｘiへの規定力を表現する係数行列で
ある。
【００６３】
　端的に言うと、操作スキル・パラメーター間の関係を表す係数行列Ａaや、主観評価間
の関係を表す係数行列Ａcを含んだ、一般線形化モデル（上式（１）を参照）の拡張と言
うことができる。すなわち、上式（３）において、行列Ａa、Ａd、Ａc、Ｄをすべて０行
列とすると、上式（３）は下式（４）に示す通りとなり、上式（１）と同じになる。
【００６４】

【数４】

【００６５】
　したがって、一般線形化モデルは、構造解析モデルの特殊な場合と言い換えることもで
きる、この構造解析モデルを用いて、ユーザーの主観評価と各操作者の操作スキル・パラ
メーターの関係を分析すると、ユーザーが重要視している操作スキル項目をより正確に把
握することができる。構造方程式モデルは、パラメーター間の因果関係を明らかにするこ
とに優れているとともに、パラメーター間の構造を明らかにすることができる。したがっ
て、ユーザーの主観評価と各操作者の操作スキル・パラメーターの関係だけでなく、操作
者ＩＤや時系列の変化も含めてその因果関係をモデル化することが可能になる。その場合
は、操作者ＩＤや使用した時間を行列に含めて解析する。
【００６６】
　また、各操作者がそれぞれ得意とし又は不得意とする操作スキル項目も把握することが
できる。そして、ユーザーの主観評価の分析結果と組み合わせることで、ユーザーと操作
者のマッチングを行なうことができる。この結果、ユーザーが求めるサービスを持っても
的確かつ効率的に提供することができる操作者との組み合わせを算出することができる。



(12) JP 5720398 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

【００６７】
　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）ユーザーと同じ空間に設置されたロボットが実行した各タスクに対するユーザーの
主観評価を取得する主観評価取得部と、操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行
したときの複数の操作スキル項目についての操作スキル・パラメーターを取得する操作ス
キル・パラメーター取得部と、前記主観評価取得部が取得した主観評価と、前記操作スキ
ル・パラメーター取得部が取得した操作スキル・パラメーターとの関係を分析して、ユー
ザーが重要視して主観評価を行なう操作スキル項目を判定する分析部と、を具備する評価
装置。
（２）１人のユーザーにつき複数の操作者についての分析を行ない、ユーザーが重要視し
て主観評価を行なうと判定された操作スキル項目について高い操作スキル・パラメーター
を持つ操作者を当該ユーザーに選定する選定部をさらに備える、（１）に記載の評価装置
。
（３）前記分析部は、前記操作スキル・パラメーターが連続値とカテゴリー変数のときに
、重回帰分析を使って主観評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析
を行なう、（１）に記載の評価装置。
（４）前記分析部は、前記操作スキル・パラメーターが名義尺度、順序尺度、３つ以上の
カテゴリーのときに、分散分析を使って主観評価と操作スキル・パラメーターとの関係を
モデル化して分析を行なう、（１）に記載の評価装置。
（５）前記分析部は、前記操作スキル・パラメーターが名義尺度と少数個の連続値のとき
に、共分散分析を使って主観評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分
析を行なう、（１）に記載の評価装置。
（６）前記分析部は、２以上の操作スキル項目間での相関を考慮して、構造方程式を使っ
て主観評価と操作スキル・パラメーターとの関係をモデル化して分析を行なう、（１）に
記載の評価装置。
（７）前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操作
者による遠隔操作の運用時間を取得する、（１）に記載の評価装置。
（８）前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、ユー
ザーが指示してからのロボットの反応時間を取得する、（１）に記載の評価装置。
（９）前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、遠隔
操作中にロボットが停止した回数を取得する、（１）に記載の評価装置。
（１０）前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操
作者による遠隔操作のエラー回数を取得する、（１）に記載の評価装置。
（１１）前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、運
用中にロボットがユーザーに話しかける頻度を取得する、（１）に記載の評価装置。
（１２）前記操作スキル・パラメーター取得部は、操作スキル・パラメーターとして、操
作者による遠隔操作の運用時間、ユーザーが指示してからのロボットの反応時間、遠隔操
作中にロボットが停止した回数、操作者による遠隔操作のエラー回数、又は、運用中にロ
ボットがユーザーに話しかける頻度のうち少なくとも２以上を取得する、（１）に記載の
評価装置。
（１３）ユーザーと同じ空間に設置されたロボットが実行した各タスクに対するユーザー
の主観評価を取得する主観評価取得ステップと、操作者が遠隔操作してロボットが各タス
クを実行したときの複数の操作スキル項目についての操作スキル・パラメーターを取得す
る操作スキル・パラメーター取得ステップと、前記主観評価取得ステップで取得した主観
評価と、前記操作スキル・パラメーター取得ステップで取得した操作スキル・パラメータ
ーとの関係を分析して、ユーザーが重要視して主観評価を行なう操作スキル項目を判定す
る分析ステップと、を有する評価方法。
（１４）ユーザーと同じ空間に設置されたロボットと、操作者が前記ロボットを遠隔操作
する操作者端末と、前記ロボットが実行した各タスクに対するユーザーの主観評価と、操
作者が前記操作者端末を介して遠隔操作して前記ロボットが各タスクを実行したときの操
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サービス提供者サーバーと、を具備するサービス提供システム。
（１５）ユーザーと同じ空間に設置されたロボットが実行した各タスクに対するユーザー
の主観評価を取得する主観評価取得部、操作者が遠隔操作してロボットが各タスクを実行
したときの複数の操作スキル項目についての操作スキル・パラメーターを取得する操作ス
キル・パラメーター取得部、前記主観評価取得部が取得した主観評価と、前記操作スキル
・パラメーター取得部が取得した操作スキル・パラメーターとの関係を分析して、ユーザ
ーが重要視して主観評価を行なう操作スキル項目を判定する分析部、としてコンピュータ
ーを機能させるようコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラム。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【００６９】
　本明細書では、日常的な生活空間で運用され、介護や家事手伝いを行なうロボットの遠
隔操作サービスに適用した実施形態を中心に説明してきたが、本明細書で開示する技術の
適用範囲はこれに限定されるものではない。例えば、ドライビング・シミュレーションや
外科手術、あるいはその他のロボットの遠隔操作サービスに対しても、同様に本明細書で
開示する技術を適用することができる。
【００７０】
　要するに、例示という形態で技術を開示してきたのであり、本明細書の記載内容を限定
的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要旨を判断するためには、特許請
求の範囲を参酌すべきである。
【符号の説明】
【００７１】
　３１…主観評価入力部
　３２…主観評価取得部
　３３…操作スキル・パラメーター計測部
　３４…操作スキル・パラメーター取得部
　３５…分析部
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